
 

スクイーズアウトに関する 
組織再編税制の見直しについて 

                      

 （担当：松本） 

１．はじめに 

平成 29 年度税制改正により、スクイーズア

ウト（少数株主を排除する手法）に関する組織

再編税制の見直しが行われました。改正前はス

クイーズアウトの手法により課税上の取扱いが

異なっておりましたが、今回の改正により課税

上の取扱いが統一されましたので、本ニュース

レターではこちらの内容をお伝えします。 

なお、今回の改正については、平成 29 年 10
月 1 日以降に行われるものについて適用されま

す。 

２．スクイーズアウトの手法 

スクイーズアウトの手法としては、下記が

挙げられます。 

 ①現金を対価とする吸収合併 

 ②現金を対価とする株式交換 

 ③全部取得条項付種類株式の端数処理 

 ④株式併合の端数処理 

 ⑤株式売渡請求 

３．改正前の取扱い 

改正前にスクイーズアウトとして上記２①

②の合併又は株式交換を選択した場合、税制適

格要件を満たさず、子会社側で譲渡損益や時価

評価損益に課税が生じていました。 

そのため実務上は上記のような課税がされ

ない上記２③～⑤の全部取得条項付種類株式の

端数処理等の方法を選択するケースが多かった

ものと思われます。 

４．税制改正の内容 

①対価要件の見直し 

合併法人又は株式交換完全親法人が被合併

法人又は株式交換完全子法人の発行済株式の 3
分の 2 以上を保有している場合、少数株主に対

し金銭を交付した場合であっても、対価要件を

満たすものとされました。 

②組織再編税制への組み込み 

全部取得条項付種類株式の端数処理、株式

併合の端数処理及び株式売渡請求による完全子

法人化について、株式交換と同様に、組織再編

税制の一環と位置づけられ、適格要件を満たさ

ない場合には、時価評価損益に課税されること

とされました。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※株主側の取扱いについては割愛させて頂いております。 

 

５．税制改正による実務への影響 

上記４のとおり一定の要件を満たす場合に

は、金銭交付があった場合でも税制適格とされ

ました。これによりスクイーズアウトの手法に

よる課税上の取扱いが統一されたため、少数株

主がいる場合の子会社の合併が機動的に行われ

るようになり、また、株式交換による完全子会

社化も増加することが予想されます。 

 ※改正後は上記２③～⑤の手法にも、子会社

側に時価評価損益課税が行われるケースが

ある点に留意が必要です。 

６．おわりに 

スクイーズアウト以外にもスピンオフや組

織再編税制の適格要件の見直し等の税制改正も

行われており、本改正が組織再編に及ぼす影響

は大きいものと思われます。 

スクイーズアウトを含め組織再編をご検討

している場合には、是非一度ご相談下さい。 

【手法別課税関係一覧】

原則 例外

合併
（金銭交付有り）

譲渡損益課税
譲渡損益課税
（適格要件を満た
さないケース）

株式交換
（金銭交付有り）

時価評価損益課税

全部取得条項
付種類株式

課税無し

株式併合 課税無し

株式売渡請求 課税無し

合併:課税の繰延べ
株式交換等:時価評価不要

（前提）
①合併法人等が被合併法人
等の発行済株式の３分の２
以上を保有しており、少数
株主に対し金銭を交付
→対価要件を満たすものと
されました
②上記以外の適格要件を満
たす

改正後の課税関係スクイーズアウト
の手法

改正前の課税関係

時価評価損益課税
（適格要件を満た
さないケース）


